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令和元年度 第１回三重県医療審議会周産期医療部会 協議結果 

 
日 時：令和元年１０月２１日（月）19時 00分～21時 00分 
場 所：三重県吉田山会館第 206会議室 
内 容：産科・小児科における医師確保計画の素案について協議を行った。 
 

 【意見の概要】 

  小児科医師偏在指標について、三重県が相対的医師少数都道府県となり、 

 医師を増やす必要があるにも関わらず、2023 年の偏在対策基準医師数が 

 現状医師数を下回っており、誤解が生じる恐れがあるため、資料を公開す 

 るにあたっては、丁寧な説明が必要。 

 

 【協議結果】 

  産科・小児科における医師確保計画の素案の考え方に基づき、いただい  

 た意見を参考に策定を進めることについて了承を得た。   

  

資料６ 
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令和元年度 第１回三重県小児医療懇話会 協議結果 

 
日 時：令和元年１０月３１日（水）19時 00分～20時 30分 
場 所：三重県吉田山会館第 206会議室 
内 容：産科・小児科における医師確保計画の素案について協議を行った。 
 

【意見の概要】 

〇 相対的医師少数区域以外であっても、医師が不足している現状であるこ 

  とは明らかであるため、本文においても明確に記載にすべきである。 

〇 医師の派遣調整において、地域枠だけが地域貢献を行うということにな  

  らないようにすべき。地域枠以外の医師も含めて、三重県の地域医療を 

  担うような運用が必要ではないか。 

〇 医師派遣検討部会における派遣調整において、医師確保計画の方針が反 

  映されるような運用が必要である。 

〇 医師派遣においては、指導医のもとで研修が行えるなど、本人のキャリ 

  ア形成に配慮する必要がある。 

〇 診療科の特性により、地域貢献が難しい場合もあるため、地域貢献のル 

  ールは一律でなくてもよいのではないか。 

〇 ナースプラクティショナー（特定行為研修を修了した看護師）など、医 

  師を取り巻く人材を含めて医師数を確保していく発想も必要ではないか。 

〇 医師確保の議論にあたっては、小児の入院患者数や、年齢別の小児患者 

  数、予防接種率等の状況などのデータもみるべきではないか。 

〇 不足する医師は、病院の医師なのか、あるいは診療所の医師なのかなど、 

  どのような役割を担う医師が地域で不足しているかを検討する必要があ 

  る。 

 

【協議結果】 

  産科・小児科における医師確保計画の素案の考え方に基づき、いただい 

 た意見を参考に策定を進めることについて了承を得た。   
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令和元年度第１回三重県医療審議会周産期医療部会事項書 

 

日 時：令和元年１０月２１日（月） 

                      １９：００～２１：００ 

                   場 所：三重県吉田山会館第 206会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

（１）産科・小児科における医師確保計画の策定について【資料１】 

（２）平成３０年度周産期医療ネットワークシステム運営研究事業（三重大  

   学）について【資料２】 

（３）平成３０年度周産期医療ネットワークシステム運営研究事業（三重中央  

   医療センター）について【資料３】 

（４）平成３０年度新生児ドクターカー運営研究事業について【資料４】 

（５）先天性代謝異常等検査の実施状況について【資料５】 

（６）三重県ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策について【資料６】 

（７）周産期医療に係る救急搬送について【資料７】 

（８）災害時小児周産期リエゾンについて【資料８】 

 

 

４ その他 
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令和元年度第１回三重県小児医療懇話会 事項書 

 

日時：令和元年 10月 31（木） 

19時 00分～20時 30分 

場所：三重県吉田山会館第２０６

会議室 

 

１． 開 会 

 

 

２．あいさつ 

  

 

３ 座長の選出 

 

 

４．議 題 

（１）産科・小児科における医師確保計画の策定について 

（２）その他 

 

 

５ その他 
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三重県医師確保計画における 

「産科・小児科における医師確保計画」の策定について（素案） 
 

 平成 30 年 7 月に「医療法及び医師法の一部を改正する法律」が施行され、都道府県にお

ける医師確保対策が強化された。県は改正医療法に基づき、医師の地域偏在の解消等による

地域の医療提供体制の整備を目的として、医療計画の一部として「三重県医師確保計画」を

策定する。 

 なお、産科・小児科については、政策医療の観点、長時間労働となる傾向などがあり、医

師確保対策の必要性が高いことから、国のガイドラインに基づき、医師確保計画の中に、産

科・小児科に限定した医師確保計画を定める。 

 

１ 産科・小児科における医師偏在指標及び相対的医師少数区域等の設定    

 ① 国が算定する産科及び小児科の医師偏在指標に基づき、下位 33.3％に該当する医療 

  圏を「相対的医師少数都道府県」・「相対的医師少数区域」として設定する。 

 ② 相対的医師多数都道府県、多数区域の設定は行わない。 
 

２ 圏域の設定 

 ① 本県は、第７次三重県医療計画において、二次医療圏を超えたゾーン体制を設定し

ており、このゾーン体制を基本に計画を策定する。 

 ② 周産期医療のゾーンを「周産期医療圏」、小児医療のゾーンを「小児医療圏」と呼称

する。 

 

３ 産科・小児科における医師確保計画の策定 

（１）産科・小児科における医師確保計画の考え方 

  ① 計画は、産科・小児科のそれぞれについて、ゾーン体制を踏まえて定める。  

  ② 計画は、３年(2019 年度中に作成される医保計画については４年)ごとに見直す。  

 

（２）産科・小児科における医師確保の方針 

  ① 県全体 

    県全体では、産科医師及び小児科医師の総数確保を基本方針とする。 

  ② 相対的医師少数区域（産科：該当なし、小児科：北勢） 

    医療圏を越えたゾーン体制による連携により、産科・小児科医師の地域偏在の解消 

   を図る。あわせて、地域枠や医師修学資金貸与者の医師派遣調整を行う。  

  ③ 相対的医師少数区域以外の区域 

   （産科：全二次医療圏、小児科：中勢伊賀、南勢志摩、東紀州） 

   相対的医師少数区域以外であっても、産科医師・小児科医師が不足している可能性 

   があることを踏まえ、医師の確保を図ることを基本方針とする。 

  ④ 個別に検討すべき事項 

   ○ 患者の重症度、新生児医療について 

     周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、特定機能病 

    院等は、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、医師偏在指標では反映 

    できない医師の需要が見込まれるため、これらを踏まえた医師確保を行う必要が 

    ある。 

  ⑤ 目標年度について 

資料１－１ 
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    産科・小児科の医師偏在指標は、暫定的指標であり将来推計は行われないため、 

   ガイドラインに基づき、計画終了時点（2023年度）を目標に医師偏在対策を講じ 

   る。 

 

（３）産科・小児科における偏在対策基準医師数  

  ① 産科・小児科における医師偏在指標が、下位33.3％に達することとなる医師数を 

   「偏在対策基準医師数」として示す。 

  ② 偏在対策基準医師数は、厚生労働省において、医師偏在指標が下位33.3％に達す 

   る医師数を機械的に算出した数値であるため、目標医師数（確保すべき医師数の 

   目標）とはしない。 

 

（４）産科・小児科における偏在対策基準医師数を踏まえた施策 

  ① 二次医療圏を超えたゾーン体制の連携の維持・推進 

  ② 医師が不足する地域への医師の派遣調整（地域枠、医師修学資金貸与者等） 

  ③ 地域枠・医師修学資金貸与者におけるキャリア形成プログラムの策定・運用 

  ④ 医学生に対する診療科の情報発信 

  ⑤ 地域医療介護総合確保基金の活用    

 

４ 策定の進め方 

  産科・小児科における医師確保計画については、医療審議会周産期医療部会や小児医療 

 懇話会において協議を進め、医師確保計画全体については、地域医療対策協議会で協議を 

 行ったうえで医療審議会において審議する。 

 

５ 策定体制 

医師確保計画全体 
医療審議会 

地域医療対策協議会 

 
医師確保計画（医師偏在対策） 

地域医療対策協議会 

地域医療対策協議会医師派遣検討部会 

産科・小児科における 

医師確保計画 

医療審議会周産期医療部会 

小児医療懇話会 

〔主な策定スケジュール〕 

令和元年９月  地域医療対策協議会の開催（計画の考え方を説明） 

令和元年 10月  計画の考え方を県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会で説明 

        周産期医療部会の開催（素案の協議） 

        小児医療懇話会の開催（素案の協議） 

令和元年 11月  地域医療対策協議会の開催（中間案の協議） 

令和元年 12月  計画（中間案）を県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会で説明 

        医療審議会の開催（中間案の協議） 

令和２年２月   地域医療対策協議会の開催（最終案の協議） 

        周産期医療部会の開催（最終案の協議） 

        小児医療懇話会の開催（最終案の協議） 

令和２年３月  計画（最終案）を県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会で説明 

令和２年３月下旬  医療審議会の開催（最終案の諮問・答申） 
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別紙 １ 

 

 
 

 

 

〇 産科医師偏在指標（暫定値） 

 ※医師数は、医師・歯科医師・薬剤師調査における産科医師数と産婦人科医師数の合計 

 
 

 ※１：各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載 

 

 

 

 

 

都道府県 
産科医師 

偏在指標 

相対的 

医師少数 

都道府県 

全国順位 

（47 都道府県） 
現状医師数 

偏在対策 

基準医師数 

（下位 33.3％値） 

三重県 12.9 - 15 163 123 

二次 

医療圏 

周産期 

医療圏 

（※1） 

産科医師 

偏在指標 

相対的 

医師少数 

区域 

全国順位 

（284 周産期 

医療圏） 

現状医師数 

偏在対策 

基準医師数 

（下位 33.3％値） 

北勢 ゾーン１ 11.2 - 133 66 47 

中勢伊賀 ゾーン２ 17.7 - 37 59 27 

南勢志摩 ゾーン３ 10.3 - 156 35 24 

東紀州 ゾーン４ 16.6 - 47 3 1 

資料１－２ 
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別紙 ２ 

 

 

 
 

 

〇 小児科医師偏在指標（暫定値） 

※医師数は、医師・歯科医師・薬剤師調査における小児科医師数 

 

 

 ※２：各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

小児科 

医師 

偏在指標 

相対的 

医師少数 

都道府県 

全国順位 

（47 都道府

県） 

現状医師数 

偏在対策 

基準医師数 

（下位 33.3％値） 

三重県 92.3 〇 39 208 198 

二次 

医療圏 

小児 

医療圏 

（※2） 

小児科 

医師 

偏在指標 

相対的 

医師 

少数区域 

全国順位 

（311 小児 

医療圏） 

現状医師数 

偏在対策 

基準医師数 

（下位 33.3％値） 

北勢 ゾーン１ 66.4 〇 277 69 78 

中勢伊賀 ゾーン２ 125.2 - 49 90 58 

南勢志摩 ゾーン３ 99.3 - 146 44 33 

東紀州 ゾーン４ 115.7 - 81 5 3 
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別紙 ３ 

ア 産科における医師偏在指標の算出式 

図表 ４－１－３ 産科医師偏在指標 

 
                              資料：厚生労働省「医師確保計画策定ガイドライン」 

 

イ 小児科における医師偏在指標の算出式 

図表 ４－１－４ 産科医師偏在指標 

 
                      資料：厚生労働省「医師確保計画策定ガイドライン」 
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別紙 ４ 

図表 ４－１－２ 小児医療圏図表 ４－１－１ 周産期医療圏 

 

 

       
 

資料 三重県「第 7次三重県医療計画」 

 

小児医療圏 周産期医療圏 
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別紙 ５ 

「三重県医師確保計画」目次（案） 

 

第１章 医師確保計画の基本的事項 

 １ 医師確保計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２ 策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ３ 医師確保計画の全体像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ４ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

第２章 三重県の医師確保の現状・・・・・・（第７次三重県医療計画より記載） 

 

第３章 医師確保計画の具体的事項 

 １ 区域単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２ 医師偏在指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）医師偏在指標の算出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （３）留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ３ 医師多数区域、医師少数区域・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）都道府県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）二次医療圏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ４ 医師少数スポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）医師少数スポット設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ５ 医師の確保の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）方針の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）現在時点の医師確保の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （３）将来時点の医師確保の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ６ 目標医師数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）目標医師数の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ７ 目標を達成するための施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）施策の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）短期的な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （３）長期的な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （４）医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した 

    勤務環境改善支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （５）その他の施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ８ 医学部における地域枠・地元出身者枠の設定・・・・・・・・・・ 

 

第４章 産科・小児科における医師確保計画 

 １ 産科・小児科における医師偏在指標及び医師偏在対策の基本的な考え方 

 ２ 産科・小児科における医師偏在指標の設計・・・・・・・・・・・ 
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 （１）産科における医師偏在指標の設計・・・・・・・・・・・・・・ 

 （２）小児科における医師偏在指標の設計・・・・・・・・・・・・・ 

 （３）指標の作成手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ３ 相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域の設定・・・・・・ 

 ４ 産科・小児科における医師確保計画の策定・・・・・・・・・・・ 
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地域医療対策協議会の役割・医療法改正
について

1

令 和 元 年 度 第 １ 回
三 重 県 地 域 医 療 対 策 協 議 会

令 和 元 年 9 月 1 1 日

資料

1

資料１－３

（一部改変）
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施行日 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

主要事項のスケジュール

医療提供体制
・地域医療構想
・第７次医療計画

三師調査結果公表

主な改正内容

新たな医師の認定制度の
創設

H32.4.1施行

医師確保計画の策定 H31.4.1施行

地域医療対策協議会の役
割の明確化等

公布日施行

地域医療支援事務の追加 公布日施行

外来医療機能の可視化／
評議会における方針策定

H31.4.1施行

都道府県知事から大学に
対する地域枠／地元枠増
加の要請

H31.4.1施行

都道府県への臨床研修病
院指定権限付与

H32.4.1施行

国から専門医機構等に対
する医師の研修機会確保
に係る要請／国・都道府
県に対する専門研修に係
る事前協議

公布日施行

新規開設等の許可申請に
対する知事権限の追加

公布日施行

医師偏在対策法の施行スケジュール公布

第７次医療計画

H31.12公表
（H30年調査）

H33.12公表
（H32年調査）

H35.12公表
（H34年調査）

H37.12公表
（H36年調査）

第８次医療計画

H36.4.1（改正法の施行
日から５年後）を目途
に検討を加える

骨太の方針2017に基づく
見直し時期（※）

※経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版（抄） 都道府県の体制・権限の在り方について、地域医療構想調整会議の議論の進捗、2014年の法律改正

で新たに設けた権限の行使状況等を勘案した上で、関係審議会等において検討し、結論。検討の結果に基づいて2020年央までに必要な措置を講ずる。

医師確保について協議する場

医師確保計画に基づく医師偏在対策の実施

事務の追加

医師確保計画
策定作業

地域枠／地元枠の要請の開始

要請／事前協議の開始

指標
策定

計画策定作業 計画に基づく取組の実施

新制度に基づく臨床研修病院・募集定員の指定

認定制度の開始

新たな知事権限の運用開始

3



『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う
等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335
位

334
位

333
位

３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

４

医療従事者の需給に関する検討会

第23回 医師需給分科会（平成30年10月24

日）

資料１（抜粋・一部改変）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の
終了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏
在指標を踏まえて算出する。



『医師確保計画』の策定

産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小を踏まえ、医療圏の見
直し等も含め地域ごとの医師確保の方針を策
定。
・医療圏の見直しや医療圏を越えた連携によっ
てもなお相対的医師少数区域の場合は、医師の
派遣調整により医師を確保する方針とする。等

医師の確保の方針を踏まえ、偏在対策基準医師数を達成するため
の具体的な施策を策定する。
・産科又は小児科の相対的医師少数区域の勤務環境を改善する。
・周産期医療又は小児医療に係る協議会の意見を踏まえ、地域医療対
策協議会で、相対的医師少数区域内の重点化の対象となった医療機
関へ医師を派遣する調整を行う等

医師の確保の方針 偏在対策基準医師数を踏まえた施策

産科医師・小児科医師の偏在の状況把握

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

（三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定）

相対的医師少数区域の設定
全国の周産期・小児医療圏の産科・小児科における医師偏在指標の値を一律に比較し、下位の
一定の割合を相対的医師少数区域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。
※労働環境に鑑みて、産科・小児科医師は相対的に少なくない地域等においても不足している
可能性があることから、相対的多数区域は設定しない。

産科・小児科における医師偏在指標の算出
三次医療圏・周産期・小児医療圏ごとに、産科・小児科に
おける医師の偏在の状況を客観的に示すために、地域ごと
の医療ニーズや､医師の性年齢構成等を踏まえた産科・小
児科における医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要(ニーズ) ・人口構成の違い等
・ 患者の流出入等

・ へき地等の地理的条件
・ 医師の性別・年齢分布

全国の周産期・小児医療圏

医師偏在指標 小 大下位33.3％⇒相対的医師少数区域

背景
・診療科別の医師偏在については、まずは診療科と疾病・診療行為との対応を明らかにする必要があり、検討のための時間を要する。
・一方、産科・小児科における医師偏在対策の検討は、政策医療の観点からも必要性が高く、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすい。

医師偏在指標で考慮すべき要素

偏在対策基準医師数

5

（三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定）

(施策の具体的例)

①医療提供体制等の見直しのための施策
・医療圏の統合を含む周産期医療圏又は小児医療圏の見直し。
・医療提供体制を効率化するための再編統合を含む集約化・重
点化。
・病診連携の推進や、重点化された医療機関等から居住地に近
い医療機関への外来患者の逆紹介の推進等による医療機関の
機能分化・連携。
・地域の医療機関の情報共有の推進。
・医療機関までのアクセスに時間がかかる地域住民へ受診可能な
医療機関の案内、地域の実情に関する適切な周知等の支援。

②医師の派遣調整
・地域医療対策協議会における、都道府
県と大学、医師会等の連携。
・医療機関の実績や、地域における小児
人口、分娩数と見合った数の医師数とな
るような派遣先の医療機関の選定。
・派遣先の医療機関を医療圏ごとに重点
化。医師派遣の重点化対象医療機関の
医師の時間外労働の短縮のための対策。

④産科・小児科医師の養成数を増やすため
の施策
・医学生に対する必要な情報提供や円滑な情報交換、専攻
医の確保に必要な情報提供、指導体制を含む環境整備、
離職防止。
・小児科医師の中でも確保に留意を要する新生児医療を担
う医師について、小児科専攻医を養成する医療機関において、
新生児科（NICU）研修等の必修化の検討。
・産科・小児科医師におけるキャリア形成プログラムの充実化。

③産科・小児科医師の
勤務環境を改善するための施策
・相対的医師少数区域に勤務する産科・小児
科医師が、研修、リフレッシュ等のために十分
な休暇を取ることができるよう、代診医の確保。
・産科・小児科において比較的多い女性医師
にも対応した勤務環境改善等の支援。
・産科・小児科医師でなくても担うことのできる
業務についての、タスクシェアやタスクシフト。

5

計画終了時点の医師偏在指標が、計画開
始時点の「相対的医師少数三次医療圏」、
「相対的医師少数区域」の基準値（下位
○％）に達することとなる医師数を「偏在対
策基準医師数」と設定。



協議事項

・ キャリア形成プログラムの内容
・ 医師の派遣調整
・ 派遣医師のキャリア支援策
・ 派遣医師の負担軽減策

（三重県の医師確保の施策に必要な事項を協議）

医師派遣検討部会 医師専門研修部会

地域枠医師、医師就学資金貸
与者等の医師のキャリア支援（
派遣調整）等を行う

専門研修プログラムが地域医療に
配慮されているか等を審議

三重県地域医療対策協議会

結果報告 結果報告部会で個別に協議 部会で個別に協議

令和元年度は「医師確保計画」についても協議

6

・ 大学の地域枠・地元枠設定
・ 臨床研修病院の指定
・ 臨床研修医の定員設定
・ 専門研修の研修施設・定員 等
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産科・小児科における医師確保計画（素案） 

 

 

第４章 産科・小児科における医師確保計画 

 

１ 産科・小児科における医師偏在指標及び医師偏在対策の基本的な考え方 

○ 産科・小児科については、政策医療の観点、医師の長時間労働となる傾 

  向、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、ガイドライン 

に基づき、暫定的に産科・小児科における医師偏在指標を示し、産科・小 

児科における医師確保計画を定めます。ただし、当該指標は暫定的なもの 

であり、診療科間の医師偏在を是正するための指標とはなりません。  

○ 産科・小児科については、産科医師又は小児科医師が相対的に多い医療圏

においても、その労働環境を踏まえれば、医師が不足している可能性があ

ることから、引き続き産科医師及び小児科医師の総数を確保するための施

策を行います。 

○ 産科・小児科における医師確保計画においては、周産期医療の提供体制に

係る圏域を「周産期医療圏」、小児医療の提供体制に係る圏域を「小児医

療圏」と呼称することとします。 

〇 本県においては、第７次三重県医療計画において、二次医療圏を超えたゾ

ーン体制を設定しており、これに基づく計画を策定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未定稿 

資料１－４ 
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図表 ４－１－１ 周産期医療圏 

 

 

 

資料 三重県「第 7次三重県医療計画」 

 

 

 

 

 

周産期医療圏 
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図表 ４－１－２ 小児医療圏 

 

 

 

 
 

資料 三重県「第 7次三重県医療計画」 

 

 

 

 

 

 

 

小児医療圏 
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２ 産科・小児科における医師偏在指標の設計 

（１）産科における医師偏在指標の設計 

ア 考え方 

○ 医療需要については、「里帰り出産」等の妊婦の流出入の実態を踏まえた   

  「医療施設調査」における「分娩数」を用います。 

〇 患者の流出入については、妊婦の場合「里帰り出産」等の医療提供体制と

は直接関係しない流出入がありますが、現時点で妊婦の所在地と分娩が実

際に行われた医療機関の所在地の両方を把握できる調査はありません。こ

のため、医療需要として、分娩が実際に行われた医療機関の所在地が把握

可能な「医療施設調査」における「分娩数」を用いています。 

○ 医師供給については、「医師・歯科医師・薬剤師調査」における「産科医 

師数」と「産婦人科医師数」の合計値を用います。 

〇 医師の性別・年齢別分布については、医師全体の性・年齢階級別労働時間

を用いて調整します。 

○ 医師偏在指標については、厚生労働省において、都道府県ごと、周産期医

療圏ごとに算定されますが、本県については、第７次医療計画においてゾ

ーンディフェンス（エリアを分担して守る）体制としており、ゾーンごと

の算定は困難なことから、二次医療圏単位で算定されています。 

 

イ 産科における医師偏在指標の算出式 

 

 

図表 ４－１－３ 産科医師偏在指標 

 

                              資料：厚生労働省「医師確保計画策定ガイドライン」 

 

 

 

 

 



5 

 

（２）小児科における医師偏在指標の設計 

ア 考え方 

○ 医療需要については、15歳未満の人口を「年少人口」と定義し、医療圏ご

との小児の人口構成の違いを踏まえ、性・年齢階級別受療率を用いて年少

人口を調整したものを用います。 

〇 患者の流出入については、既存の調査の結果により把握可能な小児患者の 

流出入を踏まえ、調整を行います。 

○ 医師供給については、「医師・歯科医師・薬剤師調査」における「小児科

医師数」を用います。 

○ 医師偏在指標については、厚生労働省において、都道府県ごと、小児医療

圏ごとに算定されますが、本県については、ゾーン体制ごとの算定が困難

なことから、二次医療圏単位で算定されています。 

 

イ 小児科における医師偏在指標の算出式 

図表 ４－１－４ 産科医師偏在指標 

 

資料：厚生労働省「医師確保計画策定ガイドライン」 
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（３）指標の作成手続 

○ 厚生労働省は、産科及び小児科の医師偏在指標の計算方法に加え、産科医師

偏在指標と、小児科については患者数の流出入に基づく増減を一定程度反

映した暫定的な小児科医師偏在指標を県に提供します。 

〇 県が、小児科における都道府県間及び二次医療圏間の患者流出入の状況に

ついて調整を行い厚生労働省に報告します。その情報を基に、再度、厚生労

働省が小児科の医師偏在指標を算定し、確定します。 

 

３ 相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域の設定 

○ 産科・小児科については都道府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ご 

  との医師偏在指標の値を全国で比較し、産科及び小児科の医師偏在指標が 

下位 33.3％に該当する医療圏を相対的医師少数都道府県・相対的医師少数 

区域として設定します。 

また、相対的な医師の多寡を表す分類であることを理解しやすくするた 

め、呼称を「相対的医師少数都道府県」及び「相対的医師少数区域」とし 

ます。  

○ また、産科医師又は小児科医師が相対的に多い医療圏等においても、産科

医師又は小児科医師が不足している可能性があります。これに加えて、こ

れまでに医療圏を越えた地域間の連携が進められてきた状況に鑑み、産

科・小児科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないことと

します。  

〇 相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基準（下

位一定割合）は、医師全体の医師偏在指標と同様に、下位 33.3％としま

す。 

○ なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、画一的

に医師の確保を図るべき医療圏と考えるのではなく、当該医療圏内におい

て産科医師又は小児科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療又は小児医

療の提供体制の整備について特に配慮が必要な医療圏として考えるものと

します。 
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図表 ４－３－１ 産科における医師偏在指標（都道府県） 

 

 

資料：厚生労働省「医師偏在指標策定支援データ集」 

 

 

図表 ４－３－２ 産科における医師偏在指標（三重県） 

 

〇 産科医師偏在指標（暫定値） 

 

 （※各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載） 

 

 

 

都道府県 産科医師偏在指標 
相対的 

医師少数都道府県 

全国順位 

（47 都道府県） 

三重県 12.9 ― 15 

二次医療圏 
周産期医療圏 

（※） 
産科医師偏在指標 

相対的 

医師少数区域 

全国順位 

（284 周産期医療圏） 

北勢 ゾーン１ 11.2 ― 133 

中勢伊賀 ゾーン２ 17.7 ― 37 

南勢志摩 ゾーン３ 10.3 ― 156 

東紀州 ゾーン４ 16.6 ― 47 
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図表 ４－３－４ 小児科における医師偏在指標 

 

 
資料：厚生労働省「医師偏在指標策定支援データ集」 

 

 

図表 ４－３－５ 小児科における医師偏在指標（三重県） 

 

〇 小児科医師偏在指標（暫定値） 

 

（※各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載） 

 

 

 

 

 

都道府県 
小 児 科      

医師偏在指標 

相対的 

医師少数都道府県 

全国順位 

（47 都道府県） 

三重県 92.3 〇 39 

二次医療圏 
小児医療圏 

（※） 
小児科師偏在指標 

相対的 

医師少数区域 

全国順位 

（311 小児医療圏） 

北勢 ゾーン１ 66.4 〇 277 

中勢伊賀 ゾーン２ 125.2 ― 49 

南勢志摩 ゾーン３ 99.3 ― 146 

東紀州 ゾーン４ 115.7 ― 81 
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４ 産科・小児科における医師確保計画の策定 

（１）産科・小児科における医師確保計画の考え方 

○ 産科・小児科の医師確保計画については、産科・小児科のそれぞれについ

て都道府県ごと、周産期医療圏又は小児医療圏ごとに定めます。  

○ 産科・小児科の医師偏在指標の値を全国一律に比較した上で相対的医師少

数区域を設定することで医師の偏在の状況を把握します。さらに、医療圏ご

とに、産科・小児科における医師偏在指標の大小等を踏まえ方針を定めます。 

○ 産科・小児科における医師確保計画は、３年(2019 年度中に作成される医 

師確保 計画については４年)ごとに見直すこととし、見直しに当たっては

産科・小児科における医師確保の方針と施策の妥当性等を検討し、課題を

抽出した上で次回の産科・小児科における医師確保計画を作成します。  

○ 産科・小児科における医師確保計画を策定する際は、周産期医療及び小児

医療に係る課題に対する対応について、適切に産科・小児科における医師

確保計画へ反映することができるよう、三重県地域医療対策協議会の意見

とともに、三重県医療審議会周産期医療部会及び三重県小児医療懇話会に

おいて協議を行います。  

 

（２）産科・小児科における医師確保の方針 

ア 考え方 

① 相対的医師少数区域等 

〇 産科医師又は小児科医師が相対的に多い医療圏においても、その労働環境

を鑑みれば産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることを踏

まえ、相対的に医師が多い医療圏からの医師派遣のみにより産科・小児科医

師の地域偏在の解消を目指すことは適当ではないと考えられます。また、産

科・小児科においては、医療圏を超えた連携等を行ってきたことから、相対

的医師少数区域においては、外来医療と入院医療の機能分化・連携に留意し

つつ、医療圏を越えた連携によって、産科・小児科医師の地域偏在の解消を

図ります。  

〇 上記の対応によってもなお相対的医師少数区域であり、産科・小児科の医師

偏在が解消されない場合は、医師を確保することによって医師の地域偏在

の解消を図ることとします。具体的な短期的な施策としては、医師の派遣調

整や専攻医の確保を行います。この際、医師の勤務環境やキャリアパスにつ

いて配慮を行います。 

② 相対的医師少数区域等以外 

  産科医師又は小児科医師が相対的に多い医療圏においても、その労働環境   

  を鑑みれば、産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることを  

  踏まえ、当該医療圏における医療提供体制の状況を鑑みた上で、医師の確 

  保を図ります。 

③ その他個別に検討すべき事項 

○ 患者の重症度、新生児医療について 
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・ 周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、特定機   

  能病院等は、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、そのような 

  医療機関が存在する医療圏は、産科・小児科における医師偏在指標による 

  医師数よりも実際に必要な医師数が多い可能性があります。 

・ また、新生児に対して高度・専門的な医療を提供する体制については、地 

  域の実情に応じて重点化・機能分化が進められているため、これらを踏ま 

  えた検討を行います。 

④ 将来推計について 

    周産期医療・小児科医療ともに、少子高齢化が進む中で急速に医療需要の 

  変化が予想される分野であり、将来の見通しについて検討することが必要 

  です。ただし、今回定めることとする産科・小児科医師偏在指標は暫定的 

  な指標として取り扱うことを踏まえ、比較的短期間の推計として、医師確 

  保計画の計画終了時点である、2023年を目標に産科・小児科における医師 

  偏在対策を講じることとします。 

 

（ア）産科 

  産科については、現時点で医療圏ごとの分娩数の将来推計は無いため、代 

替指標として、医療圏ごとの分娩数の将来推計と現時点の０－４歳人口と 

の比を用いて、2023年における医療圏ごとの分娩数の推計を行います。 

 

（イ）小児科 

小児科については、医療圏ごとの将来人口推計から、2023年の年少人口を 

算出し、性・年齢階級別の受療率を用いて調整した上で、医療圏ごとの医 

療需要の推計を行います。 

 

（３）産科・小児科における偏在対策基準医師数  

○ 産科・小児科における医師偏在指標が、相対的医師少数区域等の基準値 

  （下位33.3％）に達することとなる医師数を産科・小児科における偏在対 

  策基準医師数として示します。 

○ なお、産科・小児科における偏在対策基準医師数は、厚生労働省において 

  機械的に算出される数値であるため、目標医師数（確保すべき医師数の目 

  標）とはしません。 
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図表 ４－３－７ 産科における医師偏在対策基準医師数 

 

〇 産科医師偏在対策基準医師数（暫定値） 

 

 （※各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載） 

 

図表 ４－３－７ 小児科における医師偏在対策基準医師数 

〇 小児科医師偏在対策基準医師数（暫定値） 

 

（※各ゾーンは二次医療圏を超えて重複するため、目安として記載） 

都道府県 産科医師数（人） 
相対的 

医師少数都道府県 

医師偏在対策 

基準医師数（人） 

（下位 33.3％値） 

三重県 163 ― 123 

二次医療圏 
周産期医療圏 

（※） 
産科医師数（人） 

相対的 

医師少数区域 

医師偏在対策 

基準医師数（人） 

（下位 33.3％値） 

北勢 ゾーン１ 66 ― 47 

中勢伊賀 ゾーン２ 59 ― 27 

南勢志摩 ゾーン３ 35 ― 24 

東紀州 ゾーン４ 3 ― 1 

都道府県 
小児科医師数 

（人） 

相対的 

医師少数都道府県 

医師偏在対策 

基準医師数（人） 

（下位 33.3％値） 

三重県 208 〇 198 

二次医療圏 
小児医療圏 

（※） 

小児科医師数 

（人） 

相対的 

医師少数区域 

医師偏在対策 

基準医師数（人） 

（下位 33.3％値） 

北勢 ゾーン１ 69 〇 78 

中勢伊賀 ゾーン２ 90 ― 58 

南勢志摩 ゾーン３ 44 ― 33 

東紀州 ゾーン４ 5 ― 3 
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（４）産科・小児科における偏在対策基準医師数を踏まえた施策 

ア 基本的考え方 

 産科医師又は小児科医師が相対的に多い医療圏においても、その労働環境に 

 鑑みれば、産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることや、産 

 科・小児科における医師確保の方針を踏まえて、産科・小児科における医師  

 確保のための施策を定めます。具体的には、二次医療圏を超えたゾーン体制 

 による医療の提供体制を踏まえた産科医師・小児科医師を増やすための施策 

 等を定めます。 

イ 施策の内容 

① 産科・小児科における医師の派遣調整 

  産科・小児科における医師の派遣調整に当たっては、産科・小児科におけ  

  る医師確保の方針を踏まえて実施します。 

   派遣先医療機関の選定にあたっては、当該医療機関の医療需要や、医師 

  のキャリア形成に配慮しつつ、三重県地域医療対策協議会及び同医師派遣 

  検討部会において協議します。 

① 専攻医等の確保 

  医学生や臨床研修医に対して、専攻医の確保に必要な情報提供を行いま 

  す。 

② キャリア形成プログラム 

  三重県地域医療支援センターにおいて、産科及び小児科のキャリア形成プ 

  ログラムを策定し、卒業後、地域で勤務する産科医師及び小児科医師が専 

  門的な技術・知識を獲得し適切な臨床経験を積むことができるようキャリ 

  ア形成のための支援を行います。 

③ 三重県医師修学資金貸与制度 

  三重県医師修学資金貸与制度の運用を通じて、将来県内医療機関で勤務す 

  る産婦人科医や小児科など、専門医の育成・確保を図ります。 

④ 地域医療介護総合確保基金の活用 

〇 産科医等確保支援事業 

  分娩施設の開設者が、産科医等に分娩手当等を支給する事業に対して補助 

  を行い、処遇改善を通じて産科医療機関及び産科医等の確保を図ります。 

〇 産科医等育成支援事業 

  分娩施設の開設者が、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選 

  択する医師に研修医手当等を支給する事業に対して補助を行うことで、将 

  来の産科医療を担う医師の育成を図ります。 

〇 新生児医療担当医確保支援事業 

  医療機関におけるＮＩＣＵ（診療報酬の対象となるものに限る。）において、 

  新生児医療に従事する医師に手当を支給する事業に対して補助を行う   

  ことにより、新生児医療担当医の処遇改善を図ります。 


